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令和４年２月２５日 

安  八  町 

 

 

令和３年度 安八町内部統制評価報告書 

～ 「あんぱち業務見える化プラン」の取り組みについて ～ 

 

 

１ 取り組みの概要 

⑴ 背景とこれまでの経過  

平成２９年６月９日公布「地方自治法の一部を改正する法律」により、都道府県および政令指定都

市については、令和２年４月より内部統制への取り組みが義務付けられ、その他の市町村において努

力義務とされた。 

安八町（以下「当町」という。）においては、以前よりその重要性について認識していたことから、

平成３０年度より「あんぱち業務見える化プラン」として取り組みを開始し、今年度は４年目とな

る。 

⑵ 新型コロナウイルスワクチン接種に関するリスク管理 

全国的な新型コロナウイルス感染拡大を抑えるため、

国家的プロジェクトとして新型コロナウイルスワクチン

接種（以下「ワクチン接種」という。）が強力に進められ

ることとなった。当町ではワクチン接種に伴うリスクの

管理を最重要テーマと捉え、万全の体制で取り組んだ。

５月のワクチン接種開始に先立ちワクチン接種リハーサ

ルを実施。あらゆる観点からリスクを洗い出すために、

福祉課、保健センター、危機管理室による検討会を開催

した。洗い出したリスクは新型コロナワクチン接種リス

ク分析対策シートとして整え、対応策を明確にした。 

また、ワクチン接種事業の進行と同時にリスクの予見と対応策の検討を常に行いながら、現在まで

大きなトラブルを起こすことなく推移し、３回目のワクチン接種を推進中である。 

⑶ 新型コロナウイルス感染症対策に関連するリスクの洗い出し 

通常業務に関して、新型コロナウイルス感染拡大に繋がるあらゆるリスクを洗い出し、感染拡大

防止対策に反映することによって、通常業務に関連したクラスターの発生を防止した。 

⑷ ＩＴに関連するリスクへの対応 

今年度は自治体ＤＸの推進に伴って、今後、急速に進むと思われるＩＴ化に伴うリスクをコントロ

ールするため、業務に使用されているシステムのＩＴシステムチェックシートを作成し、ネットワー

クへの接続状況、ハードウェアとソフトウェアの更新状況、バックアップの有無、トラブル発生時の

対応体制等について確認を行った。 

⑸ 通常業務に関連した継続的な取り組み 

ア 平成３０年度から今年度まで継続してリスクの洗い出しと対策を行った。新たなリスクの予見

に取り組み、既に対策を講じたリスクについても見直すべきものは見直し、対策を強化した。 

イ 令和元年度から引き続き「３点セット」の作成による業務の見える化（標準化）を進め、詳細な

リスクの明確化と、具体化を図った。 

ウ 推進事務局である危機管理室が各部門の現場に赴き、洗い出されたリスクに対する対策状況を

確認する実地検証（モニタリング）を実施した。 

【新型コロナウイルスワクチン接種会場】 
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⑹ 取り組み日程 

今年度の取り組みは以下の通り。 

４月 ワクチン接種リハーサル 

５月 ワクチン接種開始・３点セット対象業務の選定 

７月 リスクの洗い出し 

１０月 ワクチン接種終了 

１１月 リスク対策の実施 

１２月～１月 実地検証（モニタリング） 

２月 ワクチン接種３回目・監査委員による審査 

３月 全員協議会での報告 

 

２ 新型コロナウイルスワクチン接種に関連するリスク管理 

⑴ 国家的プロジェクトとしてワクチン接種

が強力に進められ、当町としては本年５月か

ら１０月までの約５か月間、計８８回の集団

接種を実施したところであり、現在は３回目

のワクチン接種を推進中である。この事業は

住民の健康生命を守る極めて重要な業務で

あることから、内部統制における最優先課題

と捉え、リスク管理に取り組んでいる。 

⑵ ワクチン接種に伴うリスクの洗い出しと

対応策の検討 

実際のワクチン接種開始に先立ち、４月にはワクチン接種のリハーサルを２回実施し、想定され

るリスクを洗い出すとともに、福祉課、保健センター、危機管理室による検討会を実施、洗い出し

たリスクの対応策を検討した。その対応策については、町長以下幹部を交えた検討会において更に

検討を加え、５月１９日からのワクチン接種本番を迎えたものである。 

リスク分析対策シート（新型コロナワクチン接種） 

 

  

【岐阜県ワクチン接種準備会議（ＴＶ会議）】 
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洗い出したすべてのリスクは新型コロナワクチン接種リスク分析対策シートとして整え、またワ

クチン接種事業の進行と同時にリスクの予見と対応策の検討を常に行った。その後、２回目の集団

接種が終了する１０月までに３１５件のリスクを洗い出し、そのすべてに対策を講じた。これらの

リスクを重要度別に分類すると以下の通りとなる。 

 

ワクチン接種リスクの数 

最重要リスク 
クラスター発生など被接種者の安全と健

康に影響が出るもの。 
２４件 

重要リスク 
混雑など被接種者の順調な接種に影響が

出るもの。 
２３４件 

一般リスク 
備品調達不備など被接種者に直接の影響

がないもの。 
５７件 

計 ３１５件 

 

⑶ 日常的なモニタリングの実施 

ワクチン接種会場において、日常的に危機管理室員がワクチン接種の支援に入ることにより、リ

スク対策の実践状況を確認するとともに、新たなリスクの洗い出しを行った。 

 

３ 新型コロナウイルス感染症対策に関連するリスクの洗い出し 

通常業務に関連して、新型コロナウイルス感染拡大に繋がるリスクは、各種行事・会議における感

染や来庁者の窓口対応時における感染等計４２件を洗い出し、行事・会議の縮小や延期あるいはオン

ライン会議形式にて実施するなど、感染する危険性を可能な限り減らすとともに、窓口での手指消

毒、検温、定期的な換気を徹底することによって、業務に関連した感染の発生は認められなかった。 

 

４ ＩＴ化に関連するリスクへの対応 

⑴ ＩＴによる事務処理は、高速かつ大量の処理が可能である反面、些細なミスが瞬時に広範囲に大

きな影響を及ぼすリスクがある他、データ管理の不徹底や外部からのサイバー攻撃などによる損害

などが考えられ、そのリスクコントロールが重要となっている。自治体ＤＸの推進に伴って、今

後、急速に進むＩＴ化に内在するリスク統制の重要性が日増しに高まっている。 

今年度は各部門にて使用しているすべてのシステムについてＩＴシステムチェックシートを作成

し、ハードとソフトの更新状況、バックアップの有無、トラブル発生時の対応体制について確認を

行った。調査の対象となったシステムは計５３種類であった。 

ＩＴシステムチェックシート 
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⑵ クラウド化の進展 

全体のほぼ半数に当たる２８種類のシステムはすでにクラウド型システムに移行されていた。ク

ラウド型システムは常に一定レベルのセキュリティを確保できる。また、バージョンアップなどを

要せずにシステムは最新の状態を維持でき、バックアップの必要性もなくなるため、今後もクラウ

ド化の傾向は進むと考えられる。ただし、クラウド型システムは通信に支障が出るとシステムその

ものが利用できないという弱点もある。事実、ハートピア安八では図書貸出システムが今年度より

クラウド型に移行したが、昨年１１月に通信エラーによって２時間ほどサーバーとの通信が途絶し

た。あらかじめこうしたトラブルへの対応策が準備されていたので事なきを得たが、クラウド型が

万能ではない事の証左であった。 

※ クラウドとはユーザーがインフラやソフトウェアを持たなくても、インターネットを通じて

サービスを必要な時に必要な分だけ利用する考え方。 

⑶ オペレーティングシステムの利用状況 

５３種類のシステムのうち、ウインドウズ７（セブン）が１３種類のシステムにて使用されてい

ることが明らかとなった。ウインドウズ７（セブン）はオペレーティングシステムの供給元である

マイクロソフト社のサポートが終了しており、サイバー攻撃への備えが万全とはいえない。順次、

ウインドウズ１０（テン）等への移行が必要である。 

⑷ トラブル発生時の対応 

１０種類のシステムについてトラブル発生時の手順が明確になっていなかった。トラブル対応マ

ニュアルの完備は難しいとはいえ、少なくともトラブル発生時の連絡先は明確にしておくことを対

象部署に指導した。 

 

５ 通常業務に関連した継続的な取り組み 

⑴ 通常業務のリスクの洗い出し、対応策の策定と実施、実地検証（モニタリング）結果の報告につい

ては、例年通り「リスク分析対策シート」を用いて取り組んだ。通常業務の中でも新型コロナウイル

スに関連するリスクについては洗い出しと対策に特に傾注し、別表記とした。 

リスク対策分析シートは部門ごとに作成し、昨年度に行ったリスクを再度洗い直す作業に全職員

が取り組んだ。シートには「リスクの見直し」「新たなリスク」「消滅したリスク」を明記することで、

ＰＤＣＡが遂行できる形式とした。 

※ＰＤＣＡとは、Plan(計画)・Do(実行)・Check(評価)・Action(改善)を繰り返すこと。 

リスク分析対策シート（通常業務） 

 

  

あんぱち業務見える化プラン実施要領（様式第４号）
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令和元年11月

R4年度

各課で各事案をとりまとめ、その都度、当該事案の対応
策となる情報を共有するために記録簿にて報告（稟議）
することにより情報共有を図れている

法の基準や解釈を無視した業務の遂行を実施することに
よる違法若しくは不当な行為の繰り返し。

窓口や電話による住民への対応
各課において町民や議員から前例のない要求がなされた
とき、上司への相談や報告を怠ることにより、違法若し
くは不当な対応となる事例が繰り返される。

発生が予見される事象 担当者

情報収集

安八町国民保護計画に基づいた国民保護の行動マニュア
ルの策定を進めるが、今年度中の策定は難しい。

武力攻撃等が発生した際の初動体制等について、各種マ
ニュアルにて確認をする。
国民保護のマニュアル策定を進める。

各事案における対応策の根拠となる法等の基準や解釈の
収集、整理及び保管するために、随時、案件ごとに収集
している。

平成30年度情報の見落とし、解釈の誤り

令和３年度版　あんぱち業務見える化プラン　リスク分析対策シート

リスクの分類 リスクの優先度

リスクの分類と対応策の検討 リスク対策の実施 内部モニタリングリスクの洗い出し

（提出期限　令和　年　月　日）ワクチン接種については５月１４日までに記入

リスク番号 業務番号

02.　総務課 　山田　靖

部署名 業務見える化責任者名

難易度

（提出期限　令和　年　月　日）

対策の状況

（提出期限　令和　年　月　日） （提出期限　令和　年　月　日）

２年
度末

３年
度初

総括統制責任者所見
モニタリ

ング
対象

見届日
（見届者）

業務名 リスクが内在する作業 予
算

担
当

リスクの対応策
（昨年度からの変化点）

実施予定時期 実施したリスクの対応策とその結果 実施時期 対策結果
（３年度末）

優
先
度

リスク
オーナー 大項目 中項目 小項目

発
生
頻
度

影
響
度

法の不知による事業遂行
特定の者が秘密裡に事業を進めること、また法的根拠を
明確にしないことによって、違法若しくは不当な行為が
発生する事例が繰り返される。

法の基準の周知徹底。
業務に対する確認体制の確立（決裁時において課長によ
る確認の徹底等）のため、危機管理室合議として稟議す
ることにより周知徹底が図られている。

平成30年度

事業等実施前の起案文書に、必ず当該事業の目的及び法
的根拠等を明記するよう、全庁に周知すために、危機管
理室合議として稟議することによりその都度指摘できて
いる。

平成30年度前例踏襲を根拠とする業務の遂行

初動体制の徹底
消防団の出動が必要であるにも関わらず、正しい判断が
出来ない等の原因により出動要請がされない。

Ｒ3.10

情報提供
国、県、町の感染症対策について、住民への情報提供を
怠ると、感染が拡大する、パニックが起きる。

あんぱちナビ、ホームページ、広報無線などを利用し、
適正に国や県からの情報を配信する。その際には、個人
情報や不要な情報は流さない様、最新の注意を払う。

実施中

ワクチン接種に関する情報を広報無線で町民
に周知する。

ワクチン接種を実施する部門（保健センター）との連絡
不十分で、誤った情報を放送する。

ワクチン接種に関する「防災行政無線」及び「あんぱち
ナビ」放送依頼書は左上に「ワクチン」と赤マジックで
印をつけ、検印者への注意を促す。

令和３年４月

？ ？？ ？？ ？ ？

新型コロナ関連のリスクについては

以下の分類から選択する。

●ワクチン接種

●感染症予防

●コロナ関連事業

ワクチン接種に関するリスクについ

ては早急に洗い出し、５月１４日ま

でに記入ください。

共有フォルダ内のリスク分析対策

シートに入力いただき、印刷および

提出の必要はありません。

コロナ関連の項目を新設しました。

ワクチン接種に関し

ては５月１４日まで

に記入。

選択肢をシンプルにしました

●対策完了

●対策強化

●未対策

●リスク消滅対策を完了した「リスクの対応

策」は空白にし、「実施したリ

スクの対応策とその結果」に経

過をまとめて記入して下さい。

¥¥Ans005¥901_共有フォルダー¥★あんぱち業務見える化プラン¥令和３年度

※この資料は説明会のために作成したものであり、記入している内容は必ずしも実態とは一致していません。
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⑵ リスク数 

ア 総数 

リスク総数は１,３６０件となり、新規事業等により新たなリスクが予見され、昨年度の１,３５

１件より増加した。新たなリスクが相当数予見されているものの総リスク数が微増にとどまった

のは、２つのこども園が休園になったことによるものである。 

イ 部門別のリスク分布 

総務課、税務課、保健センター、住民環境課、産業振興課におけるリスク件数が多いが、これは

業務の内容が多岐に渡っているためである。 

ウ 会社法に基づいたリスク分布は以下の通り。 

 

リスクの総数 

 

 

 

業務の有効性 法令等の遵守
財務報告の
信頼性

資産の保全 経営体リスク 計

1 議会事務局 14 2 1 5 2 24

2 総務課 101 56 25 12 15 209

3 企画調整課 33 19 8 3 4 67

4 税務課 61 46 9 4 120

5 会計室 3 11 5 19

6 福祉課 48 11 1 3 63

7 保健センター 83 15 7 7 4 116

8 結こども園 9 12 4 2 9 36

9 中央こども園 8 10 1 1 9 29

10 ふたばこども園 8 8 1 9 26

11 牧こども園 10 7 4 9 30

12 あすなろの園 4 8 3 9 24

13 安八温泉 1 5 5 12 23

14 住民環境課 52 56 22 18 1 149

15 建設課 47 7 5 4 11 74

16 産業振興課 35 50 1 5 91

17 学校教育課 23 13 15 4 10 65

18 生涯学習課 2 2 7 2 14 27

19 ハートピア安八 31 10 7 3 5 56

20 総合体育館 50 10 10 1 12 83

21 給食センター 13 1 3 5 7 29

636 348 144 82 150 1360

部門名

計
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エ リスクはＰＤＣＡを明確にするため、登録時に「対策完了」「未対策」「新たに予見」に分類した。 

 

 

 

 

 

  

対策完了 未対策 新たに予見 計

1 議会事務局 21 2 1 24

2 総務課 193 11 5 209

3 企画調整課 65 0 2 67

4 税務課 117 2 1 120

5 会計室 19 0 0 19

6 福祉課 59 1 3 63

7 保健センター 111 0 5 116

8 結こども園 31 0 5 36

9 中央こども園 26 0 3 29

10 ふたばこども園 22 0 4 26

11 牧こども園 27 0 3 30

12 あすなろの園 21 0 3 24

13 安八温泉 12 7 4 23

14 住民環境課 146 0 3 149

15 建設課 64 3 7 74

16 産業振興課 78 12 1 91

17 学校教育課 53 2 10 65

18 生涯学習課 21 1 5 27

19 ハートピア安八 54 0 2 56

20 総合体育館 83 0 0 83

21 給食センター 27 2 0 29

1250 43 67 1360

部門名

計
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⑶ リスク対策の結果 

各部門で洗い出されたリスクに対して１０月に対策を立てて１１月までに実施した。その結果は

以下のとおり。 

リスク対策の実施状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

昨年度までに
対策完了

今年度
対策完了

今年度
対策強化

未対策 リスク消滅 計

1 議会事務局 21 1 2 24

2 総務課 193 12 4 209

3 企画調整課 65 2 67

4 税務課 117 1 2 120

5 会計室 9 10 19

6 福祉課 58 3 1 1 63

7 保健センター 111 5 116

8 結こども園 31 5 36

9 中央こども園 26 3 29

10 ふたばこども園 22 4 26

11 牧こども園 27 3 30

12 あすなろの園 20 3 1 24

13 安八温泉 10 3 2 8 23

14 住民環境課 146 3 149

15 建設課 63 8 1 2 74

16 産業振興課 78 7 6 91

17 学校教育課 53 12 65

18 生涯学習課 19 6 2 27

19 ハートピア安八 51 2 3 56

20 総合体育館 81 1 1 83

21 給食センター 27 2 29

1228 85 20 25 2 1360

組織名

計
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６ 業務標準化への取り組み 

⑴ ３点セットの作成 

令和元年度から３点セット作成によるリスク分析と対策の取り組みを開始した。この手法は総務

省「地方公共団体における内部統制のあり方に関する研究会」より示された業務標準化およびリスク

分析のツールであり「業務記述書」「業務フロー」「リスクコントロールマトリックス」からなる。昨

年度に続いて、今年も各部門につきひとつの業務を選定して作成した。 

 

業務フロー 

業務の流れを図示化したもので、手順ごとに誰が責任をもって
仕事をしているかを明らかにし、チェック体制や手順の効率化

を検討する役割がある。 

 

業務記述書 

業務の具体的内容について、手順ごとに記述したもので、業務
フローで記述しきれない詳細な内容について補足している。 

 

 

リスクコントロールマトリックス 

個々の手順ごとに、どのようなリスクがあるか、それはどのよ
うな影響があるか、どのように対処するのかを決定する表。 
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⑵ ３点セット作成の対象業務と対策の結果 

ア ３点セット作成の対象とした業務は下表のとおり２１の業務である。これにより、業務を細分化

し、それぞれの手順において想定されるリスクを洗い出した。なお、ここに記載した１０５件のリス

クは細分化されたものであるため、前に示した１，３６０件のリスクには算入していない。 

 

イ ３点セットによるリスク分析の好事例として、総合体育館による激励申請業務があげられる。これ

は地区予選を勝ち抜いて県以上の大会に出場する選手に対して、激励会を開催し激励金を授与する

事務である。一見すると単純な事務であるが、予選が行われたのちに上位の大会に出場するまでの日

数が短く通常の会計処理を経ていては激励会までに現金を準備する時間的余裕がないうえ、現金は

新札で金種を指定して準備しなくてはならない。また、常に複数の激励会の準備が並行して進められ

ており、混乱を生じやすい等のリスクが内在していることが３点セットの作成で見える化された。対

策としては、会計室から現金を借り出して後日精算するという業務手順が確立されている。しかし変

則的な事務手続きであるため経験を要するという課題があった。今回、３点セットを用いて業務が見

える化されたことで担当者間の業務引き継ぎがスムースに行えるようになった。  

業務名 作業数 リスク数 統制数

1 議会事務局 議員研修での負担金支払い 8 4 4

2 総務課 郵便物の受付・仕分けに関すること 17 6 6

3 企画調整課 移住定住に関すること 5 6 6

4 税務課 年金特徴のデータ連携を毎月処理する 7 5 5

5 会計室 支出事務における債務の確定及び適法請求書の具備要件の審査 7 5 5

6 福祉課 生活困窮者の相談支援業務 9 3 3

7 保健センター 特定健診の結果発送に関すること 16 7 7

8 結こども園 間食業務 5 5 5

9 中央こども園 研修会申し込み業務 5 3 3

10 ふたばこども園 延長保育業務 6 5 5

11 牧こども園 用品購入業務 5 3 3

12 あすなろの園 支出命令書の作成業務 4 4 4

13 安八温泉 入館料の収受と鍵の交換 10 6 6

14 住民環境課 ＤＶ支援措置に関すること 14 4 4

15 建設課 水道事務所故障対応業務 12 5 5

16 産業振興課 農業委員会親睦会通帳の管理 12 4 4

17 学校教育課 学校施設の整備、管理及び施設台帳に関すること 4 5 5

18 生涯学習課 施設予約 5 1 1

19 ハートピア安八 図書館窓口サービス業務（返却処理） 8 6 6

20 総合体育館 激励申請業務（受付～激励会） 21 13 13

21 給食センター 給食コンテナ配送車の管理 5 5 5

185 105 105

部門名

計
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７ 実地検証（モニタリング） 

⑴ 各部門から報告された対策状況を確認する

ため、令和３年１２月２２日から令和４年１

月２１日の間、推進事務局である危機管理室

の職員が現場に赴き、実地検証（モニタリン

グ）を実施した。例年どおり財務事務執行に

かかる業務を中心に検証したが今年度は新型

コロナウイルス感染症対策にも主眼を置い

た。また、３点セットを作成した業務は特に

詳細に確認を行った。検証の対象は６３件で

あり、危機管理室からは対策状況の確認とア

ドバイスを行い、その結果を踏まえて町長か

ら指示がなされた。 

⑵ 実地検証（モニタリング）総括表 【網掛けは財務事務執行にかかる業務】 

議会事務局（令和４年１月１４日実施） 

番号 リスク 対応策 モニタリング 町長所見 

１３ 
議員研修時の費用について
公費と私費を混同。 

安八町議員研修参加費助成
基準の策定による基準の明
確化。 

確実に実施されて
いる。 

確実に実施されて
いる。 

２６ 
議会開催が原因によるクラ
スターの発生。 

パーティション設置、マス
ク着用、体温測定、手指の消
毒。休憩時の換気。 

ネット中継の検討
を。 

確実に実施されて
いる。 

総務課（令和４年１月１４日実施） 

番号 リスク 対応策 モニタリング 町長所見 

１０１ 
必要な交通安全設備の未設
置。 

課内職員全員で情報共有し
て要望事項を一元管理。 

確実に実施されて
いる。 

確実に実施されて
いる。 

２０１ 
押印廃止が不必要なものま
で廃止。 

各部門への説明会を開催、
廃止基準の明確化。 

確実に実施されて
いる。 

確実に実施されて
いる。 

２１２

２１３ 

町長回覧した文書の、担当
部署への未返却。 

文書右上に担当部署名印を
押して管理。 

確実に実施されて
いる。 

確実に実施されて
いる。 

 

  

【牧こども園での実地検証（モニタリング）】 
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企画調整課（令和４年１月１９日実施） 

番号 リスク 対応策 モニタリング 町長所見 

５ 
都市計画区域見直しにおけ
る、情報漏洩、契約内容の誤
り、事務の遅れや漏れ。 

課内での書類の多重チェッ
ク。上位機関との情報共有。 

確実に実施されて
いる。 

確実に実施されて
いる。 

３６ 
地方創生交付金事務におけ
る不適切な交付金の申請や
事務処理の遅れ。 

課内での書類の多重チェッ
ク。 

確実に実施されて
いる。 

確実に実施されて
いる。 

４１ 
定住促進住宅取得助成金事
務における個人情報の漏洩
及び書類不備。 

個人情報の厳重管理および
課内での書類の多重チェッ
ク。 

確実に実施されて
いる。 

確実に実施されて
いる。 

税務課（令和３年１２月２３日実施） 

番号 リスク 対応策 モニタリング 町長所見 

１１ 
確定申告会場でのクラスタ
ー発生。 

感染症対策に加え、来場者
の来場時間と連絡先の記録
保存。 

確実に実施されて
いる。 

確実に実施されて
いる。 

２５ 
データ処理を怠ることによ
る年金の特別徴収漏れ。 

未対策。担当者が出勤でき
ない場合の対応策が不明
確。 

作成した３点セッ
トをマニュアルと
した、代行者の明確
化が必要である。 

課題が残る。検討
を。 

７３ 軽自動車税の賦課誤り。 
データ入力後のチェックリ
ストによる確認。 

確実に実施されて
いるが、同姓同名に
よるミスには特に
注意を。 

確実に実施されて
いる。 

１００ たばこ税の賦課、徴収漏れ。 
財務会計入力時の入念な確
認。 

確実に実施されて
いる。 

確実に実施されて
いる。 

会計室（令和４年１月１２日実施） 

番号 リスク 対応策 モニタリング 町長所見 

５ 
支出事務における証拠書類
の不備。 

書類に不足等を確認した場
合の担当者に対する指導。 

確実に実施されて
いる。 

確実に実施されて
いる。 

１０ 
郵便振替に関する不適切な
督促状の発行。 

業務の年間スケジュールを
作成、不適切な督促状発行
の防止。 

確実に実施されて
いる。 

確実に実施されて
いる。 
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福祉課（令和４年１月５日実施） 

番号 リスク 対応策 モニタリング 町長所見 

７ 
生活困窮者の自立支援・相
談におけるトラブル。 

複数職員での対応。県事務
所、県社協との連携。 

確実に実施されて
いる。 

確実に実施されて
いる。 

３０ 
学校給食費助成における給
付額の誤り。 

税務課提供の滞納リストに
よるデータの照合。 

確実に実施されて
いる。 

確実に実施されて
いる。 

３６ 
こども園統合で廃止となっ
た園舎への不法侵入など。 

定期的な園の見回りを実
施。 

見回り記録の作成
を。 

課題が残る。検討
を。 

４２ 要介護認定業務の誤り。 
各種研修会への参加。意見
交換会の実施。 

確実に実施されて
いる。 

確実に実施されて
いる。 

保健センター（令和４年１月２０日実施） 

番号 リスク 対応策 モニタリング 町長所見 

１１ 
会計年度任用職員への旅費
支払い誤り。 

会計年度職員による出勤一
覧表への押印と確認。 

確実に実施されて
いる。 

確実に実施されて
いる。 

１１３ 
特定健診におけるデータ照
合および入力誤り。 

３点セットで課題を整理。
７つのリスクを洗い出して
対応策を策定。 

確実に実施されて
いる。 

確実に実施されて
いる。 

１１４ 
３歳児健診におけるスポッ
トビジョンを使用しての視
力検査の誤り。 

マニュアルを使用し、スタ
ッフに使用方法を説明。 

確実に実施されて
いる。 

確実に実施されて
いる。 

結こども園（令和３年１２月２２日実施） 

番号 リスク 対応策 モニタリング 町長所見 

３１ 
会計年度任用職員の超過勤
務時間の報告誤り。 

超過勤務報告書を作成後、
任用職員による再確認。 

確実に実施されて
いる。 

確実に実施されて
いる。 

３４ 間食の発注誤り。 
請求書到着後、即時処理。見
積もり作成は１２月に着
手。 

確実に実施されて
いる。 

確実に実施されて
いる。 

３８ 
新型コロナウイルス感染者
が出た場合の初動誤り。 

厚生労働省作成の感染症対
策マニュアルに従った行
動。 

確実に実施されて
いる。 

確実に実施されて
いる。 
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中央こども園（令和３年１２月２３日実施） 

番号 リスク 対応策 モニタリング 町長所見 

２８ 
会計年度任用職員の超過勤
務時間の報告誤り。 

超過勤務報告書を作成後、
任用職員による再確認。 

確実に実施されて
いる。 

確実に実施されて
いる。 

２９ 
各種研修会参加料の入金誤
り 

申込書の送信前に再確認の
徹底。入金期日の確認徹底。 

確実に実施されて
いる。 

確実に実施されて
いる。 

３１ 
新型コロナウイルス感染者
が出た場合の初動誤り。 

厚生労働省作成の感染症対
策マニュアルに従った行
動。 

確実に実施されて
いる。 

確実に実施されて
いる。 

ふたばこども園（令和３年１２月２２日実施） 

番号 リスク 対応策 モニタリング 町長所見 

９ 
園外保育における事故や怪
我の発生。 

事前に下見による危険箇所
の把握。 

確実に実施されて
いる。 

確実に実施されて
いる。 

２５ 
延長保育・長時間保育申込
者把握における誤り。 

名簿作成時、複数人で確認。 
確実に実施されて
いる。 

確実に実施されて
いる。 

３０ 
新型コロナウイルス感染者
が出た場合の初動誤り。 

厚生労働省作成の感染症対
策マニュアルに従った行
動。 

確実に実施されて
いる。 

確実に実施されて
いる。 

牧こども園（令和３年１２月２４日実施） 

番号 リスク 対応策 モニタリング 町長所見 

２２ 
児童個別記録票からの個人
情報の漏洩。 

児童個別記録票の施錠管理 
確実に実施されて
いる。 

確実に実施されて
いる。 

２９ 日用品発注の発注誤り。 即時処理、確認の徹底。 
確実に実施されて
いる。 

確実に実施されて
いる。 

３１ 
新型コロナウイルス感染者
が出た場合に初動の誤り。 

厚生労働省作成の感染症対
策マニュアルに従った行
動。 

確実に実施されて
いる。 

確実に実施されて
いる。 
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あすなろの園（令和３年１２月２６日実施） 

番号 リスク 対応策 モニタリング 町長所見 

２－２ 
備品購入時の支出命令書の
作成。 

複数人での確認。 
確実に実施されて
いる。 

確実に実施されて
いる。 

３－２ 
園児のアレルギーの発作へ
の対処を誤る。 

園児のアレルギーの把握。 
確実に実施されて
いる。 

確実に実施されて
いる。 

３－３ 
療育実務研修生からの個人
情報の漏洩。 

オリエンテーションでの指
導。 

確実に実施されて
いる。 

確実に実施されて
いる。 

４－２ 
利用料金の国保連への請求
誤り。 

児童発達支援提供実績記録
表との照合。 

確実に実施されて
いる。 

確実に実施されて
いる。 

安八温泉（令和４年１月５日実施） 

番号 リスク 対応策 モニタリング 町長所見 

３ 
収受した入館料の会計誤
り。現金の窃取。 

複数名での対応。日計、月計
処理確認の徹底。 

確実に実施されて
いる。 

確実に実施されて
いる。 

６ 
券売機からの現金回収時の
事故、犯罪。 

閉館後に複数名での対応。 
確実に実施されて
いる。 

確実に実施されて
いる。 

１１ 
新型コロナウイルス感染症
対策。 

入館日および入館時間の制
限と入館人数の制限。 

確実に実施されて
いる。 

確実に実施されて
いる。 

住民環境課（令和４年１月１８日実施） 

番号 リスク 対応策 モニタリング 町長所見 

１６ 
在留外国人関連事務の誤
り。 

主任と副主任による徹底し
た確認。 

確実に実施されて
いる。 

確実に実施されて
いる。 

１３１ 
後期高齢者医療保険におけ
る保険料賦課・徴収業務の
誤り。 

主任、副主任による２重チ
ェック。 

確実に実施されて
いる。 

確実に実施されて
いる。 

１３９ 
ＤＶ支援措置者の情報漏
洩。 

システムに制限をかけるこ
とにより閲覧・交付を制限。 

確実に実施されて
いる。 

確実に実施されて
いる。 
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建設課（令和４年１月１３日実施） 

番号 リスク 対応策 モニタリング 町長所見 

６０ 
配水場の施設異常による大

規模断水。 
原因究明中。 

原因究明中である
ことを確認した。 

確実に実施されて
いる。 

６６ 
下水道特別会計法に準じた
複式会計化の誤り。 

研修参加による職員のスキ
ルアップ。業務の外部委託。 

確実に実施されて
いる。 

課題が残る。検討
を。 

産業振興課（令和４年１月７日実施） 

番号 リスク 対応策 モニタリング 町長所見 

４７ 
農業者年金現況届受付業務
における誤り。 

関係書類の確実な保管。書
類チェックの徹底。 

確実に実施されて
いる。 

確実に実施されて
いる。 

５４ 
農業委員会親睦会会計の不
正処理。 

月初の通帳残高確認。独自
の支出命令書作成。 

確実に実施されて
いる。 

確実に実施されて
いる。 

６１ 
農地法３条に係る許可事務
の誤り。 

入力結果リストのシステム
出力作成。毎月の入力デー
タチェック。 

確実に実施されて
いる。 

確実に実施されて
いる。 

学校教育課（令和４年１月１８日実施） 

番号 リスク 対応策 モニタリング 町長所見 

１８ 
学校施設の整備の遅れ、誤
り。 

学校からの要望を加味して
の予算要望。 

確実に実施されて
いる。 

確実に実施されて
いる。 

３３ 
教科書需要数・受取数の誤
り。 

各学校から提出されたデー
タの徹底した確認。 

確実に実施されて
いる。 

確実に実施されて
いる。 

６６ 
ギガスクールで児童・生徒
に配布したタブレット端末
の紛失・故障。 

紛失・故障等の発生を防ぐ
ための指導徹底。 

確実に実施されて
いる。 

確実に実施されて
いる。 
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生涯学習課（令和４年１月１２日実施） 

番号 リスク 対応策 モニタリング 町長所見 

２４ 
郡ＰＴＡ連合会の不正会
計。 

支払い内容の入念な確認。 
確実に実施されて
いる。 

確実に実施されて
いる。 

２６ 
確認不足による施設予約の
重複。 

３点セットを整備し、作業
手順を確立。 

確実に実施されて
いる。 

確実に実施されて
いる。 

２８ 
ワクチン接種会場としての
公民館管理を怠ることによ
る事故発生。 

職員間でのワクチン接種に
関する情報の共有。 

確実に実施されて
いる。 

確実に実施されて
いる。 

ハートピア安八（令和４年１月７日実施） 

番号 リスク 対応策 モニタリング 町長所見 

２９ 
職員間の物品貸出における
未返却や返却遅れ。 

備品借用申請書の作成。 
確実に実施されて
いる。 

確実に実施されて
いる。 

３０－

１ 

図書システムがダウンした
場合の貸出業務停止。 

通信の不具合であればスタ
ンドアロンで対応。最悪の
場合は手書きとハンディス
キャナで対応。 

確実に実施されて
いる。 

確実に実施されて
いる。 

３０－

２ 

未返却者に対する督促の誤
り。 

既返却図書が確実にシステ
ムに登録されるように２重
チェックの励行。 

確実に実施されて
いる。 

確実に実施されて
いる。 

総合体育館（令和４年１月６日実施） 

番号 リスク 対応策 モニタリング 町長所見 

３５ 
牧小学校区体育振興会会計
の不正処理。 

書類確認後の再確認。 
通帳などを確認。確
実に実施されてい
る。 

課題が残る。検討
を。 

５７ 
激励事務における事務の誤
り。 

業務フローによる進捗状況
の確認。 

確実に実施されて
いる。 

確実に実施されて
いる。 

７４ 
施設予約のキャンセル時の
返金処理の誤り。 

システムおよび台帳への、
変更経緯記録と確認。 

確実に実施されて
いる。 

確実に実施されて
いる。 

給食センター（令和４年１月１１日実施） 

番号 リスク 対応策 モニタリング 町長所見 

２２ 
ボイラーの点検不十分によ
る故障。 

定期的なメンテナンス。 
確実に実施されて
いる。 

確実に実施されて
いる。 

２９ 
給食コンテナ配送車の管理

不十分。 
日常の消毒の徹底。定期的
なメンテナンス。 

確実に実施されて
いる。 

確実に実施されて
いる。 
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８ 取り組みによる効果 

⑴ 前述の通り、ワクチン接種に関連する３１５件の

リスクの洗い出しと対策を行ったことにより、現在

まで大きなトラブルを生じることなくワクチン接種

を推進中である。 

またワクチン接種を担当する部署だけでなく、役

場全体が新型コロナウイルス感染症対策およびワク

チン接種に係るリスクが自分たちの通常業務に潜ん

でいないかを見つめ直すことにより、組織全体でリ

スクへの対応策が講じられた。 

⑵ これまでの４年間の取り組みで、通常業務につい

て洗い出されたリスクは１，１７４件から１，３６０件へと増加した。これは新たな業務（事業）

の発生と、業務の見つめ直しによって新たなリスクが予見されたことによるものである。また、未

対策となっているリスクは２０２件から２５件へと約１０分の１にまで減少したことは評価できる

と考える。また、リスク総数については令和３年度より森部こども園と南條こども園が休園となっ

ているため微増となったが、新しいリスクを予見する能力と意識が高まっていることは６７件の新

たなリスクが予見されたことからも伺える。 

 

リスク数の推移 

 

 

⑶ ３点セット（業務手順書、業務フロー、リスクコントロールマトリックス）の作成によって事務

手続きを細分化して見える化し、リスク対策を施す手法が現場に定着し、今年度は事務局からの指

導を要さずに業務の分析と資料作成が行える部署が多かった。加えて複雑な事務を３点セットでマ

ニュアル化し、標準化を進めようという機運が高まってきた。（例：保健センター 特定検診業務な

ど） 

⑷ ミスをしないように注意するといった抽象的な精神論ではなく、業務を分析してリスクの対応策

を施す手法が浸透し、具体的に業務を見つめる姿勢が定着してきた。 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

リスク総数 1,174 1,300 1,351 1,360

未対策リスク 202 92 59 25

【確定申告会場における感染症対策】 



18 

 

９ 今後の課題 

⑴ ワクチン接種事業は、感染症が第６波を迎える中で第３回目を推進中である。感染症の終息に向

けて、油断することなく今後もリスクの予見と細心な対策が極めて重要な取り組みとなる。 

⑵ 公金を支出する根拠と理由をその業務の必要性や過去からの踏襲のみで捉え、法令等の基準や解

釈を理解していない業務が一部に見られる。コンプライアンスの更なる強化を継続的に推進してい

く必要がある。 

⑶ リスクの中には一定の予算配分や増員が必要であるとして未対策のままになっているものがあ

る。限られた財政状況下であっても財源を投入せずに実行できるリスク対策を考える姿勢が必要で

ある。 

⑷ ３点セットの作成によるリスク分析と業務の標準化をさらに進め、業務の引継ぎ資料として認知

されるまで一般化させる取り組みを深める必要がある。 

⑸ ウインドウズ７（セブン）が使用されているシステムが職場に散在している。順次最新のオペレ

ーティングシステムに移行する必要がある。 

 

１０ 来年度の取り組み 

⑴ 来年度は次の３つの環境が大きな変化点であり、これに伴うリスク対応が主体となる。 

ア 令和５年４月施行の新個人情報保護法に向けた、個人情報取り扱いの厳格化と体系化。 

イ 新型コロナウイルス感染症の感染状況に応じたリスクの管理。 

ウ デジタル庁主導による自治体ＤＸの推進に準じたＩＴ化の推進。 

⑵ 継続的な取り組みとしてはこれまでの手法を用いながら対策を深めていく。 

ア リスクの洗い出しと対策（継続） 

内部統制の活動初年度から見直しが加えられていないリスクも多く存在する。ＰＤＣＡの基本

に立ち帰り、既に対策済みであるリスクであっても、改めて各担当者がリスクを見直し、対策を

深めることを推進する。 

イ ＩＴシステムのリスクの洗い出しと対策（継続） 

本年度作成したＩＴシステムチェックシートをベースとして、課題の抽出と解決策を部門ごと

に実践する。 

ウ ３点セットによる業務の見える化（範囲を拡大して継続） 

業務の分析と標準化を拡大するために、業務手順書、業務フロー、リスクコントロールマトリッ

クスの作成に継続して取り組む。 

エ 実地検証による対策状況のモニタリング（継続） 

前記⑴ア、イ⑵ア、イ、ウの取り組みについて実地検証を継続して実施する。特に新個人情報保

護法が施行されるにあたって、義務付けられる個人情報ファイル簿等の具備についてはその確認

を厳格に行っていく。 


